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１． 
 これまで、連盟の（限定された）全会一致制や、国連総会の多数決制（憲章 18 条）、安

保理の多数決制と拒否権制度（憲章 27 条）に触れてきた。これだけを見ても判るように、

国際機構の意思決定方法（表決方法）に単一の規則・モデルはなく、当該機構や機関 1の

目的・性質に応じて、どのような方法が採用されるかが政策的に決定される。 
 以下の国際機構（機関）の表決方法を調べ、なぜそのような方法が採用されているか、

考えてくること。 
 国際通貨基金 総務会(Board of Governors)・理事会(Executive Board) 
 国際復興開発銀行 総務会(Board of Governors)・理事会(Boards of Directors) 
 アフリカ開発銀行 総務会(Board of Governors)・理事会(Board of Directors) 
 国際コーヒー機構 理事会（国際コーヒー協定 12 条） 
 国際労働機関（駐日事務所） ILO 憲章 17 条 2 項 
 欧州連合 議会（議席配分）・理事会（票数） 

 
２． 
 国際農業開発基金(IFAD)は、それまでの表決制度を変更することを 1995 年に決定し、

1997 年に新制度が発効した。新制度は、IFAD 設立協定 6 条 3 項に規定されており、そ

の規則を適用した結果はこちらにまとめられている（あまりに複雑な制度なので、とりあ

えず結果だけ見ておけばよい）。それまでの制度は、以下の通り（IFAD 設立協定（原協定。

1976 年）6 条 3 項）。 

 

このCategory Iは先進国、Category IIは産油国、Category IIIは途上国である。当時、社会

主義諸国は参加していなかった 2。 
 なぜ、現在のように変更されたのだろうか。また、なぜ 1995 年に変更されたのだろ

                                                        
1 講学上、「機構」は organization に対応し、独自の国際法人格を有するものを指す。これに対し、「機関」

は organ に対応し、当該機構の一要素であって、それ自体としては独自の国際法人格を持たないものを指

す。たとえば、国連は機構であり、総会は機関である。もっとも、外務省は organization に「機関」を宛

てるのが通常であり、各種条約の公定訳もそうなっている。これだと、organization と organ との区別が

出来なくなり、極めて不便であるため、この講義でも、講学上一般になされているように「機構」と「機

関」とを使い分ける。 
2 旧制度の詳細につき、位田隆一「国連農業開発基金」岡山大学法学会雑誌 32 巻 3・4 号（1983 年）655
頁。 

http://www.imf.org/external/japanese/np/exr/facts/glancej.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/eds.aspx
http://go.worldbank.org/7MDQ50W7P0
http://go.worldbank.org/VKVDQDUC10
http://www.afdb-org.jp/
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Boards-Documents/AfDB%20Statement%20of%20Voting%20Power%20as%20at%2030%20September%202013.pdf
http://www.ico.org/
http://dev.ico.org/documents/ica2007e.pdf
http://www.ilo.org/
http://www.ilo.org/public/japanese/region/asro/tokyo/index.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO
http://www.euinjapan.jp/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0005bfbc6b/Number-of-Members-per-Member-State.html
http://www.consilium.europa.eu/council/voting-calculator?lang=en
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/bunya/agriculture/pdf/IFAD.pdf
http://www.ifad.org/
http://www.ifad.org/pub/basic/agree/e/!01agree.pdf
http://www.ifad.org/governance/ifad/doc/vote.pdf
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うか。 
 
３． 
 コンセンサスによる決定は、国連において 1961 年になされた例があるが、本格的に

用いられるようになったのは第 19 回国連総会（1964 年）からである。国連経費勧告的

意見が出た後も、ソ連とフランスとは意見に従わず（意見に法的拘束力はないので、意見

に従わないこと自体は違法ではない）、総会により割り当てられた国連分担金の支払いを拒

否し続けた。そうすると、国連憲章 19 条の規定に従い、ソ連とフランスの投票権を停

止しなければならなくなる。しかし、それはソ連とフランスとの脱退を招き、連盟の失

敗の再現となりかねない。とはいえ、ソ連とフランスだからといって国連憲章の明文規

定に反する行動をとるのも、それはそれで国連の自滅を招きかねない。このジレンマを

克服する対応策として考案されたのが、コンセンサスである 3。 
 コンセンサスによる意思決定は案外うまくいったので、最近は、表決について詳細な

規則が定められている機構（機関）においても、コンセンサスで決定を行うのが実際の

ところは通常といって良い。たとえば、国連総会の場合、憲章 18 条に多数決制が明示

されているにも拘わらず、“without a vote”で採択される決議が実に多い（67 回会期で採択

された決議一覧。左から 4 つめのコラムに表決記録がある）。また、世界貿易機関(WTO)のよ

うに、コンセンサスによる決定を原則として明文上定める例もある（WTO 設立協定 9 条

1 項）。では、コンセンサス制の導入は裏口からの全会一致制の導入といって良いだろう

か。コンセンサス制と全会一致制との異同は？ 
 以下の文書は、「国連の実行におけるコンセンサスの意味」について世界保健機関

(WHO)の法律顧問からなされた照会に対し、国連法務部が回答したものである(United 
Nations Juridical Yearbook, 1987, pp. 174-175.)。これを読んで、考えてみよう。 
 また、実際にはコンセンサスで決定を行うのが通常となっているのはなぜかについて

も考えてきていただきたい。 

 
                                                        
3 ソ連・フランスの不払いの顛末については、田所昌幸『国連財政』（有斐閣、1996 年）第 1 章 3。 

http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r67_en.shtml
http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r67_en.shtml
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page2_000003.html
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm
http://www.un.org/law/UNJuridicalYearbook/index.htm
http://www.un.org/law/UNJuridicalYearbook/index.htm
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